
は
じ
め
に

　
お
金
や
資
産
が
動
く
時
に
は
、
必

ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
税
金
の
問
題

が
生
じ
ま
す
。
組
合
員
に
お
け
る
不

動
産
に
関
す
る
取
引
や
不
動
産
に
関

す
る
権
利
移
動
が
円
滑
に
進
む
よ
う

に
、
税
金
に
関
す
る
知
識
を
持
ち
合

わ
せ
、
組
合
員
に
対
し
て
情
報
提
供

や
助
言
が
で
き
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
不
動
産
に
関
す
る
税
金
は
、
次
の

と
お
り
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
図
表
１
）。

取
得
し
た
と
き
の
税
金

消
費
税

　
不
動
産
取
引
と
の
関
係
に
お
い

て
、
消
費
税
は
、
土
地
の
取
引
に
つ

い
て
課
税
さ
れ
ず
、建
物
の
取
引（
建

物
の
購
入
代
金
・
建
築
請
負
代
金
）

に
つ
い
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
不
動
産

取
引
に
お
い
て
は
取
引
価
格
が
大
き

い
た
め
、
消
費
税
は
、
見
過
ご
す
こ

と
の
で
き
な
い
税
金
の
一
つ
で
す
。

　
た
だ
し
、
一
般
の
個
人
が
売
主
と

な
る
場
合
に
は
消
費
税
は
課
税
さ
れ

な
い
た
め
、
中
古
建
物
の
取
引
に
お

い
て
は
課
税
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い

と
い
え
ま
す
。

　
な
お
、
不
動
産
の
取
引
を
宅
地
建

物
取
引
業
者
が
仲
介
す
る
場
合
、
宅

地
建
物
取
引
業
者
に
支
払
う
仲
介
手

数
料
に
消
費
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

印
紙
税

　
不
動
産
取
引
と
の
関
係
に
お
い
て

は
、
売
買
契
約
書
、
建
築
請
負
契
約

書
、
金
銭
消
費
貸
借
契
約
書
（
不
動

産
購
入
資
金
に
つ
い
て
金
融
機
関
か

ら
融
資
を
受
け
る
場
合
）
な
ど
が
課

1

2（1）

（2）

①�
知
っ
て
お
き
た
い
　�
不
動
産
関
係
の
税
金
の
知
識

特
集
渉
外
活
動
に
活
か
す
　
不
動
産
の
税
金

税
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
契
約
書
に
記
載
さ
れ
る
金
額
に

従
っ
て
、
法
律
に
お
い
て
定
め
ら
れ

て
い
る
金
額
の
収
入
印
紙
を
契
約
書

に
貼
り
、
消
印
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

納
税
し
ま
す
。
不
動
産
の
贈
与
契
約

書
（
無
償
取
引
の
場
合
）
に
は
、
二

〇
〇
円
の
収
入
印
紙
を
用
い
ま
す
。

　
不
動
産
の
売
買
契
約
書
は
、
売
主

保
有
分
と
買
主
保
有
分
の
二
通
が
作

成
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
す
が
、

こ
の
場
合
に
は
、
二
通
分
の
印
紙
税

が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
印
紙
税
を
節
約
す
る
た
め
に
、
例

え
ば
、
売
買
契
約
書
は
一
通
の
み
作

土
地
や
建
物
が
資
産
の
大
半
を
占
め
る
組
合
員
に
と
っ
て
、
不
動
産
に
関
す
る
税
金
は
関
心

が
高
い
も
の
の
一
つ
と
い
え
る
。
組
合
員
に
有
益
な
情
報
を
提
供
し
、
専
門
家
へ
ト
ス
ア
ッ

プ
で
き
る
よ
う
、
押
さ
え
て
お
く
べ
き
税
金
知
識
や
税
制
優
遇
措
置
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

1975 年生まれ。筑波大学社会学
類法学専攻卒業。農林中金アカデ
ミー講師。年金、高齢者との金融
取引、相続実務の研修等におい
て、窓口および渉外担当者視点に
よる研修を提供している。

株式会社
ラピュータファイナンシャルアドバイザーズ

取締役 事業統轄本部長　川﨑 誠

5 特集　渉外活動に活かす　不動産の税金'23/11月号_No.642 4特集　渉外活動に活かす　不動産の税金 '23/11月号_No.642



渉外活動に活かす　不動産の税金特
集

【図表１】不動産に係る税金の種類と軽減措置
課される税金 税金が軽減される方策

売買 贈与 相続

取得したとき

消費税　→❷⑴ △△ − −

印紙税　→❷⑵ ◯◯ ◯◯ −

不動産取得税　→❷⑶ ◯◯ ◯◯ − 住宅用不動産の場合　→❻⑴

登録免許税　→❷⑷ ◯◯ ◯◯ ◯◯ マイホームの場合等　→❻⑵

固定資産税・都市計画税　→❷⑸ ＊ ＊ −

贈与税　→❷⑹⑺⑻ △△ ◯◯ −
贈与税の配偶者控除　→❻⑶
住宅取得資金の贈与　→❻⑷

相続税　→❷⑼ − − ◯◯
相続税の配偶者控除　→❻⑸
小規模宅地等の特例

所得税・住民税 − − − 住宅ローン控除　→❻⑹

保有しているとき
◯◯ 固定資産税　→❸

住宅用地等の軽減措置　→❻⑺
△△ 都市計画税　→❸

賃貸しているとき

◯◯ 所得税・住民税（不動産所得）→❹⑴

△△ 印紙税（土地賃貸借契約書等）→❹⑵

△△ 消費税　→❹⑶

譲渡したとき

◯◯ 所得税・住民税（譲渡所得）　→❺

3,000 万円控除　→❻⑻

損益通算・繰越控除　→❻⑼
◯◯ 印紙税（不動産売買契約書等）

△△ 消費税

〈図表内の記号〉
△：課税されることがある
◯：原則として課税される　
＊：関係者間で精算されることがある
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不
動
産
賃
貸 

〈
所
得
税
〉

　

不
動
産
業
を
営
ん
で
い
ま
す

が
、
賃
貸
物
件
の
エ
ア
コ
ン
を
入

れ
替
え
、
本
体
八
万
円
、
室
外
機

四
万
円
で
購
入
し
ま
し
た
（
取
付

工
賃
は
無
料
サ
ー
ビ
ス
）。
い
ず

れ
も
一
〇
万
円
未
満
の
少
額
減

価
償
却
資
産
と
し
て
、
全
額
取
得

時
の
経
費
に
で
き
ま
す
か
？

ｎ
ｓ
ｗ
ｅ
ｒ

　

で
き
ま
せ
ん
。
少
額
減
価
償
却
資

産
と
な
る
取
得
価
額
が
一
〇
万
円
未

満
か
否
か
の
判
定
は
、
通
常
一
単
位

と
し
て
取
引
さ
れ
る
そ
の
単
位
、
例

え
ば
、
機
械
お
よ
び
装
置
に
つ
い
て

は
一
台
ま
た
は
一
基
ご
と
に
、
工
具

や
器
具
お
よ
び
備
品
に
つ
い
て
は
一

個
、
一
組
ま
た
は
一
揃
い
ご
と
に
判

定
し
ま
す
（
所
得
税
法
基
本
通
達

49-

39
）。

　

し
た
が
っ
て
、
今
回
の
ケ
ー
ス
は
、

本
体
八
万
円
と
室
外
機
四
万
円
の
合

計
額
一
二
万
円
と
し
て
判
定
し
ま
す
。

解
説

⑴　

取
得
価
額
の
判
定

　

エ
ア
コ
ン
な
ど
の
備
品
は
減
価
償

却
資
産
に
該
当
し
、
原
則
と
し
て
定

め
ら
れ
た
法
定
耐
用
年
数
に
よ
り
減

価
償
却
を
行
い
、
各
年
分
の
経
費
に

配
分
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
取
得
価
額
が
少
額
な
も

の
は
、
重
要
性
の
見
地
か
ら
、
い
く

つ
か
特
例
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
つ
が
、
取
得
価
額
が
一
〇

万
円
未
満
ま
た
は
使
用
可
能
期
間
が

一
年
未
満
の
も
の
に
関
す
る
全
額
取

Q1Ａ

②�
不
動
産
賃
貸
と
相
続
・
贈
与
の�

税
金
Ｑ
＆
Ａ

特
集
渉
外
活
動
に
活
か
す
　
不
動
産
の
税
金

得
年
度
の
経
費
と
す
る
と
い
う
取
扱

い
で
す
。
こ
の
場
合
の
「
取
得
価
額

が
一
〇
万
円
未
満
」
に
該
当
す
る
か

否
か
の
判
定
に
お
い
て
、
複
数
の
資

産
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
一
体
と
な
り

機
能
を
発
揮
す
る
場
合
に
は
、
一
組

ご
と
に
判
定
し
ま
す
。

　

通
常
、
エ
ア
コ
ン
本
体
と
室
外
機

は
一
体
と
な
っ
て
初
め
て
機
能
を
発

揮
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
合
計
額
に

よ
り
一
〇
万
円
未
満
に
該
当
す
る
か

否
か
の
判
定
を
行
い
ま
す
。

⑵　

一
括
償
却
と
即
時
償
却

　

な
お
、
今
回
の
ケ
ー
ス
で
は
、
合

渉
外
活
動
に
お
い
て
、
税
金
の
知
識
を
身
に
つ
け
て
お
く
と
、
組
合
員
と
の
信
頼
関
係
が
深

ま
り
や
す
い
。
本
稿
で
は
、
想
定
さ
れ
る
組
合
員
の
「
不
動
産
賃
貸
」「
相
続
・
贈
与
」
に

関
す
る
質
問
例
か
ら
、
知
っ
て
お
き
た
い
税
務
知
識
を
解
説
す
る
。

千葉県市川市出身。会計系資格の
専門学校講師から会計事務所勤務
を経て、平成 25 年に栗山賢陽税
理士事務所を開設。平成 26 年度
より JA 全中と契約。全国から寄
せられる税務に関する相談や研修
会に対応。全国農業経営コンサル
タント協会の一員として集落営農
組織の法人化支援などにも携わる。

ＪＡ全中 営農・担い手支援部
税理士　栗山 賢陽
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計
額
が
一
二
万
円
で
あ
り
、
二
〇
万

円
未
満
の
た
め
、
一
括
償
却
資
産
に

該
当
し
、
取
得
価
額
の
合
計
額
を
三

年
間
で
均
等
に
償
却
す
る
一
括
償
却

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

三
〇
万
円
未
満
に
も
該
当
す
る
た

め
、
青
色
申
告
を
し
て
い
る
場
合
に

限
り
、
年
間
三
〇
〇
万
円
を
上
限
と

し
て
全
額
取
得
年
度
の
経
費
と
す
る

即
時
償
却
も
で
き
ま
す
。

　

一
括
償
却
を
選
択
す
る
か
即
時
償

却
を
選
択
す
る
か
は
納
税
者
の
任
意

で
す
が
、
一
括
償
却
を
選
択
し
た
場

合
は
固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
税
）

の
課
税
対
象
と
は
な
ら
な
い
の
に
対

し
、
即
時
償
却
を
選
択
し
た
場
合
は

固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
と
な
り
、

申
告
が
必
要
に
な
る
の
で
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

不
動
産
賃
貸 

〈
所
得
税
〉

　

農
地
を
宅
地
転
用
し
、
新
た
に

ア
パ
ー
ト
経
営
（
一
棟
八
部
屋
）

を
始
め
る
予
定
で
す
。
確
定
申
告

書
に
貸
借
対
照
表
を
添
付
す
れ

Q2

ば
、
六
五
万
円
の
青
色
申
告
特
別

控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
か
？

ｎ
ｓ
ｗ
ｅ
ｒ

　

事
業
的
規
模
で
不
動
産
経
営
を
し

て
い
な
い
場
合
の
青
色
申
告
特
別
控

除
額
は
、
貸
借
対
照
表
の
添
付
が

あ
っ
て
も
一
〇
万
円
が
限
度
と
な
り

ま
す
。

解
説

⑴　

事
業
的
規
模

　

農
業
所
得
と
異
な
り
、
不
動
産
所

得
の
計
算
で
は
、
そ
の
不
動
産
経
営

が
事
業
的
規
模
に
満
た
な
い
場
合
、

貸
借
対
照
表
の
添
付
を
し
て
も
青
色

申
告
特
別
控
除
は
一
〇
万
円
が
限
度

と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
場
合
の
事
業
的
規
模
と
は
、

一
般
的
に
五
棟
一
〇
室
基
準
を
満
た

し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
五
棟

一
〇
室
基
準
と
は
、
戸
建
て
住
宅
の

貸
付
け
で
あ
れ
ば
五
棟
以
上
、
ア

パ
ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
集
合

住
宅
の
貸
付
け
で
あ
れ
ば
一
〇
室
以

上
の
貸
付
け
を
し
て
い
る
場
合
に
、

事
業
的
規
模
で
不
動
産
経
営
を
し
て

Ａ

い
る
と
み
な
す
と
い
う
基
準
で
す
。

　

本
質
問
の
ケ
ー
ス
で
は
、
ア
パ
ー

ト
の
部
屋
数
が
八
部
屋
な
の
で
、
五

棟
一
〇
室
基
準
を
満
た
さ
な
い
た

め
、
貸
借
対
照
表
の
添
付
を
し
て
も

青
色
申
告
特
別
控
除
は
一
〇
万
円
が

限
度
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
不
動
産
経
営
が
事
業
的
規
模

か
否
か
は
、
青
色
専
従
者
給
与
の
必

要
経
費
算
入
に
も
関
係
し
ま
す
。
不

動
産
経
営
が
事
業
的
規
模
に
満
た
な

い
場
合
に
は
、
不
動
産
所
得
の
計
算

に
お
い
て
青
色
専
従
者
給
与
の
必
要

経
費
算
入
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
不

動
産
経
営
は
不
労
所
得
と
も
い
わ

れ
、
労
せ
ず
収
入
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
か
ら
、
事
業
的
規
模
に
満

た
な
い
の
で
あ
れ
ば
家
族
労
働
力
で

賄
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う

考
え
で
す
。

　

な
お
、
本
質
問
で
は
「
農
地
を
宅

地
転
用
」
と
あ
り
ま
す
が
、
す
べ
て

の
農
地
を
宅
地
転
用
せ
ず
に
、
農
業

経
営
と
併
せ
て
不
動
産
経
営
を
し
て

い
れ
ば
、
青
色
申
告
特
別
控
除
に
関

し
て
は
不
動
産
の
事
業
的
規
模
は
関

係
な
く
な
り
ま
す
。

⑵　

電
子
帳
簿
の
保
存
ま
た
は
ｅ-

ｔ
ａ
ｘ
に
よ
る
電
子
申
告
も
必
要

　

た
だ
し
、
現
行
制
度
で
は
貸
借
対

照
表
の
添
付
だ
け
で
は
六
五
万
円
の

控
除
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
令
和
二

年
度
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
か

ら
、
貸
借
対
照
表
の
添
付
の
ほ
か
、

電
子
帳
簿
の
保
存
ま
た
は
ｅ-

ｔ
ａ

ｘ
に
よ
る
電
子
申
告
が
要
件
と
し
て

必
要
に
な
り
ま
し
た
。

　

電
子
帳
簿
の
保
存
ま
た
は
ｅ-

ｔ

ａ
ｘ
に
よ
る
電
子
申
告
が
な
い
場
合

の
青
色
申
告
特
別
控
除
は
、
貸
借
対

照
表
の
添
付
が
あ
っ
た
と
し
て
も
五

五
万
円
が
限
度
と
な
り
ま
す
。

不
動
産
賃
貸 

〈
消
費
税
〉

　

土
地
の
貸
付
け
は
消
費
税
が

非
課
税
に
な
る
と
聞
き
ま
し
た
。

月
極
の
駐
車
場
貸
し
の
場
合
も
、

土
地
の
貸
付
け
と
し
て
同
様
の

取
扱
い
に
な
る
の
で
し
ょ
う

か
？

Q3
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１
　
重
点
課
題
Ⅰ 

事
業
者
支
援
の
一
層
の
推
進

１
．
概
　
要

　
「
二
〇
二
三
事
務
年
度
金
融
行
政

方
針
〈
主
な
ポ
イ
ン
ト
〉」
で
は
、 

 
重
点
課
題
Ⅰ 

に
「
事
業
者
支
援
の

一
層
の
推
進
」
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
は
資
金
繰
り
支
援

（
実
質
無
利
子
、
無
担
保
融
資
等
）

が
中
心
で
し
た
が
、
社
会
経
済
情
勢

の
変
化
に
伴
い
、
資
金
繰
り
支
援
に

と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
コ
ロ
ナ
借
換

保
証
や
資
本
性
劣
後
ロ
ー
ン
、
認
定

経
営
革
新
等
支
援
機
関
（
税
理
士
や

弁
護
士
等
）
や
中
小
企
業
活
性
化
協

議
会
に
よ
る
各
種
支
援
ツ
ー
ル
、
中

小
企
業
基
盤
整
備
機
構
や
地
域
経
済

活
性
化
支
援
機
構
（
Ｒ
Ｅ
Ｖ
Ｉ
Ｃ
）

等
の
フ
ァ
ン
ド
、「
中
小
企
業
の
事

業
再
生
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
等
を
活
用
し
な
が
ら
、
事
業
者

　

金
融
庁
は
、
二
〇
二
三
年
八
月
二

九
日
に
、
二
〇
二
三
事
務
年
度
金
融

行
政
方
針
（
二
〇
二
三
事
務
年
度
の

金
融
行
政
に
お
け
る
重
点
課
題
お
よ

び
金
融
行
政
に
取
り
組
む
う
え
で
の

方
針
。
以
下
、「
金
融
行
政
方
針
」

と
い
う
）
を
公
表
し
ま
し
た
。

　

二
〇
二
三
年
事
務
年
度
の
金
融
行

政
で
は
、
四
つ
の
重
点
課
題
（
以

下
、「
重
点
課
題
」
と
い
う
）（
図

表
）
に
取
り
組
み
、

①
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
／
金
融
仲

介
機
能
の
発
揮

②
利
用
者
保
護
／
利
用
者
利
便

③
市
場
の
公
正
性
・
透
明
性
／
市
場

の
活
力

の
そ
れ
ぞ
れ
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
を

通
じ
、
企
業
・
経
済
の
持
続
的
成
長

と
安
定
的
な
資
産
形
成
等
に
よ
る
国

民
の
厚
生
の
増
大
を
目
指
す
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

　

金
融
行
政
方
針
の
内
容
は
非
常
に

多
岐
に
わ
た
る
こ
と
か
ら
、
Ｊ
Ａ
バ

ン
ク
に
お
い
て
、
特
に
重
要
で
あ
る

と
考
え
る
点
を
取
り
上
げ
ま
す
。

解 説

二
〇
二
三
事
務
年
度

金
融
行
政
方
針
の
概
要
と
ポ
イ
ン
ト

今
年
も
金
融
庁
か
ら
金
融
行
政
方
針
が
公
表
さ
れ
た
。
事
業
者
支
援
や
、

顧
客
本
位
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
、
マ
ネ
ロ
ン
対
策
な
ど
、
信
用
事
業
に
携
わ

る
Ｊ
Ａ
職
員
が
押
さ
え
て
お
く
べ
き
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
す
る
。

ひふみ総合法律事務所
弁護士　番匠 史人

2003 年慶應義塾大学法学部卒業。05 年
司法試験合格。09 年～ 11 年金融庁（検
査局）出向。金融証券検査官として、保
険会社、銀行、信託銀行の検査実務等に
従事。主要取扱業務は、金融レギュレー
ション、ＩＴ・知財戦略法務、不正調査、
危機管理・反社会的勢力対応等。ＪＡほ
か金融機関での研修多数。
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2023事務年度金融行政方針の概要とポイント解説

の
実
情
に
応
じ
た
経
営
改
善
支
援
や

事
業
再
生
支
援
等
を
、
先
延
ば
し
す

る
こ
と
な
く
実
施
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
考
え
か
ら
、
金
融
機
関
へ
の
事

業
者
支
援
に
関
す
る
重
点
的
な
ヒ
ア

リ
ン
グ
の
実
施
等
を
通
じ
て
、
事
業

者
支
援
の
具
体
的
な
取
組
状
況
を
定

性
的
・
定
量
的
側
面
か
ら
確
認
し
、

支
援
を
行
う
う
え
で
の
隘
路
や
課
題

を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
事
業

者
の
実
情
に
応
じ
た
支
援
」
の
徹
底

を
促
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
金
融
機
関
に
は
、

「
資
金
繰
り
支
援
」に
と
ど
ま
る
こ
と

な
く
、「
事
業
者
の
実
情
に
応
じ
た

経
営
改
善
支
援
や
事
業
再
生
支
援
」

等
を
実
施
す
る
な
ど
し
て
、「
事
業

者
の
実
情
に
応
じ
た
支
援
」
を
徹
底

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

２
．
Ｊ
Ａ
バ
ン
ク
に
お
け
る
留
意
点

☑
事
業
者
の
実
情
に
応
じ
た
支

援

　

Ｊ
Ａ
バ
ン
ク
に
お
い
て
も
、
経
営

改
善
や
事
業
再
生
等
の
支
援
を
用
い

た
事
業
者
の
実
情
に
応
じ
た
支
援
の

実
施
に
向
け
た
取
組
み
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

●
貸
付
残
高
の
多
い
メ
イ
ン
バ
ン
ク

先

　

特
に
、
貸
付
残
高
が
多
く
、
メ
イ

ン
バ
ン
ク
と
し
て
利
用
し
て
い
る
な

ど
、
農
業
従
事
者
等
か
ら
主
た
る
相

談
相
手
と
し
て
の
役
割
を
期
待
さ
れ

て
い
る
Ｊ
Ａ
バ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
機
能
を
よ
り
一

層
積
極
的
に
発
揮
し
、
農
業
従
事
者

等
が
経
営
課
題
を
認
識
し
た
う
え

で
、
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
ま

た
は
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支

援
機
構
の
機
能
を
活
用
し
て
、
経
営

改
善
、
事
業
再
生
等
に
向
け
て
自
助

努
力
で
き
る
よ
う
、
最
大
限
支
援
し

て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

●
経
営
改
善
や
事
業
再
生
等
の
必
要

な
先

　

経
営
改
善
や
事
業
再
生
等
の
支
援

が
必
要
な
農
業
従
事
者
等
に
対
し
て

は
、
Ｊ
Ａ
バ
ン
ク
と
農
業
従
事
者
等
、

必
要
に
応
じ
て
他
の
金
融
機
関
、
外

部
専
門
家
、
外
部
機
関
等
と
の
間
で

合
意
さ
れ
た
場
合
（
Ｊ
Ａ
バ
ン
ク
か

ら
提
案
さ
れ
た
解
決
方
策
が
農
業
従

事
者
等
、
必
要
に
応
じ
て
他
の
金
融

機
関
、
外
部
専
門
家
、
外
部
機
関
等

【図表】2023 事務年度金融行政方針の概要

 重点課題Ⅰ  経済や国民生活の安定を支え、その後の成長へと繋ぐ　　　　

　わが国の経済活動や国民生活が、社会経済情勢の変化の中でも安定
し、その後の成長へと繋がるように、金融面から支えていく。

 重点課題Ⅱ  社会課題解決と経済成長を両立させる金融システムを構築する

　「成長と資産所得の好循環」の実現に向け取り組むとともに、気候変
動問題やデジタル化の進展への対応など、様々な社会課題の解決を経済
成長と両立させる金融システムを構築していく。

 重点課題Ⅲ  金融システムの安定・信頼を確保する　　　　　　　　　　　

　金融機関が健全性を維持しつつ、法令等の遵守を徹底し、顧客本位の
業務運営を行い、また金融仲介機能等を十分に発揮できるよう、深度あ
るモニタリングを実施する。

 重点課題Ⅳ  金融行政を絶えず進化・深化させる　　　　　　　　　　　　

　データ活用の高度化や国内外に対する政策発信力の強化、職員の能
力・資質の向上等、金融行政を絶えず進化・深化させていく。

●金融庁ウェブサイト
「2023 事務年度金融行

政方針について」
https://www.fsa.go.jp/
news/r5/20230829/ 
20230829.html
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